
 
 

第
五
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
を
第
六
条
と
し
、
同
条
の
前
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 
理
容
師
法
施
行
細
則
及
び
美
容
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
４
 
該
当
す
る
事
項
の
□
に
レ
印
を
付
け
る
こ
と
。

 

 
 

一 

前
条
第
二
項
第
一
号
の
開
設
の
届
出
書 
施
設
の
付
近
の
見
取
図
及
び
施
設
の
平
面
図 

 
 

（
届
出
書
の
添
付
書
類
） 

 
 

平
成
十
九
年
四
月
十
二
日 

 

（
理
容
師
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
） 

 
 
 

理
容
師
法
施
行
細
則
及
び
美
容
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 
 

別
記
様
式
第
五
号
（
表
）
中 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

を 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  所
在
地
，
名
称

 
 

二 

前
条
第
二
項
第
二
号
の
開
設
届
出
事
項
変
更
の
届
出
書 

構
造
設
備
の
変
更
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、

変
更
前
及
び
変
更
後
の
施
設
の
平
面
図 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
５
 
用
紙
の
大
き
さ
は
，
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

広
島
県
知
事 

藤 
 

田 
 

雄 
 

山 
 

第
一
条 

理
容
師
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
三
年
広
島
県
規
則
第
六
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正 

す
る
。 

広
島
県
規
則
第
六
十
号 

             

第
五
条 

次
の
各
号
に
掲
げ
る
届
出
書
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

 
 
 

  
 
 
 
 
 

  

に
、 

 
         

を 
 
 
 
 
 
 
 

 

に
改
め
、
同
様
式
（
表
）
の 

及
び
代
表
者
の
氏
名
 
 
 
 
 
 
 

 
は
，
主
た
る
事
務
所
の

 
 

「
２
 
法
人
が
開
設
者
と
な
る
場
合
は
，
登
記
簿
の
謄
本
の
原
本
の
確
認
を
受
け
る
こ
と
。
 
 
 
 

 
 
３
 
該
当
す
る
事
項
の
□
に
レ
印
を
付
け
る
こ
と
。

 
 
４
 
用
紙
の
大
き
さ
は
，
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 」
 

 を 

「
２
 
法
人
が
開
設
者
と
な
る
場
合
は
，
登
記
事
項
証
明
書
の
原
本
の
確
認
を
受
け
る
こ
と
。
 
 
 
 

 
 
３
 
移
動
理
容
車
に
あ
つ
て
は
，
車
両
の
車
庫
の
場
所
を
「
理
容
所
の
所
在
地
」
欄
に
記
載
す
る
こ
と
。

  
 に 

注
中 

改
め
、
同
様
式
（
裏
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

  

」 

 
 

 

「  法
人
に
あ
つ
て
は
，
主
た
る
事
務
所
の

 
 
 

  
 

 所
在
地
，
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

 

 

「 

 

」

｢施
設
平
面
図
｣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

｢施
設
の
平
面
図
｣ 

法
人
に
あ
つ
て

  
電
話
番
号
 
 
 
 
 
 
 

 



（
裏
）

 
理
容
所
の
概
要

 
 

建
物

の
構

造
 

造
 
 
 
 
階
建

 
天

井
の

防
塵

構
造

 
□
 
有
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
□
 
無

 

面
 

 
 

積
 
全

体
面

積
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ｍ
２ 

（
作
業
場
面
積
 
 
 
 
 
ｍ

２
，
待
合
所
面
積
 
 
 
 
 
ｍ

２
）

 

構
 

造
 

床
の

材
質

 
 

照
明

装
置

 
□
 
蛍
光
灯
 
 
 
 
 
 
個
 
□
 
電
 
灯
 
 
 
 
 
 
個

 
換

気
装

置
 
□
 
自
然
換
気
 
 
 
 
 
 
 
□
 
機
械
換
気

 
腰

板
の

材
質

 
 

理
容

用
い

す
数

 
台

 
手
指
・
器
具
洗
浄
用
洗
場

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 台
 

洗
髪

用
洗

場
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 台
 

未
消

毒
器

具

格
納

設
備

 
箇
所

既
消

毒
器

具

格
納

設
備

箇
所

ふ
た

付
き

汚
物

箱
 

個
ふ

た
付

き
毛

髪
箱

個

消
毒

設
備

 

□
 

煮
沸
消
毒
器
 
 

 
□
 

薬
物
消
毒
器
（
□
 
エ
タ
ノ
ー
ル
 
□
 
次
塩
素
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム

 
□
 
そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
））

□
 

紫
外
線
消
毒
器

 
□
 

蒸
気
消
毒
器

 

設
    備
 

作
業

に
要

す
る

器
具

 
及

び
布

片
の

数
 

 車
両

番
号

又
は

自
動

車
登

録
番

号

 
移

動
理

容
車

 
営

業
区

域
 

 



 
 

別
記
様
式
第
六
号
の
注
中 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

を 
「

２
 
法
人
の
代
表
者
の
変
更
の
場
合
は
，
登
記
簿
の
謄
本
の
原
本
の
確
認
を
受
け
る
こ
と
。

 
」

 

 「 
 

別
記
様
式
第
八
号
中 

 
 
 
 
 
 

  

を 
 
 
 
 
 
 
 
 

に
改
め
る
。 

「
登
記
簿
の
謄
本
」

「
登
記
事
項
証
明
書
」

 
 

（
美
容
師
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

美
容
師
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
三
年
広
島
県
規
則
第
七
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す 

る
。 

 
 

第
五
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
を
第
六
条
と
し
、
同
条
の
前
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 
 

（
届
出
書
の
添
付
書
類
） 

第
五
条 

次
の
各
号
に
掲
げ
る
届
出
書
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な 

ら
な
い
。 

 
 

一 

前
条
第
二
項
第
一
号
の
開
設
の
届
出
書 
施
設
の
付
近
の
見
取
図
及
び
施
設
の
平
面
図 

 
 

二 

前
条
第
二
項
第
二
号
の
開
設
届
出
事
項
変
更
の
届
出
書 

構
造
設
備
の
変
更
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、

変
更
前
及
び
変
更
後
の
施
設
の
平
面
図 

  
 

別
記
様
式
第
五
号
（
表
）
中 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

を 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

所
在

地
，

名
称

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

に
、 

 
 
 
 
 

 

を 
 
 
 
 
 
 
 

 

に
改
め
、
同
様
式
（
表
）
の 

 及
び
代
表
者
の
氏
名
 
 
 
 
 
 
 

｢施
設
平
面
図
｣ 

｢施
設
の
平
面
図
｣ 

 
 は

，
主
た
る
事
務
所
の

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ４
 
該
当
す
る
事
項
の
□
に
レ
印
を
付
け
る
こ
と
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ５
 
用
紙
の
大
き
さ
は
，
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 」
 

          

「
２
 
法
人
が
開
設
者
と
な
る
場
合
は
，
登
記
簿
の
謄
本
の
原
本
の
確
認
を
受
け
る
こ
と
。
 
 
 
 

 
  ３

 
該
当
す
る
事
項
の
□
に
レ
印
を
付
け
る
こ
と
。

 
  ４

 
用
紙
の
大
き
さ
は
，
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 」
 

を 

「
２
 
法
人
が
開
設
者
と
な
る
場
合
は
，
登
記
事
項
証
明
書
の
原
本
の
確
認
を
受
け
る
こ
と
。
 
 
 
 

 
  ３

 
移
動
美
容
車
に
あ
つ
て
は
，
車
両
の
車
庫
の
場
所
を
「
美
容
所
の
所
在
地
」
欄
に
記
載
す
る
こ
と
。

 

注
中 

改
め
、
同
様
式
（
裏
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２
 
法
人
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
，
名
称
又
は
代
表
者
の
変
更
の
場
合
は
，
登
記
事
項
証

 
明
書
の
原
本
の
確
認
を
受
け
る
こ
と
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  」
 

 に
改
め
る
。 

  

」  

「 
法
人
に
あ
つ
て
は
，
主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
，
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

 

 

「 

 

」

法
人

に
あ

つ
て

  
電
話
番
号

 

に 



（
裏
）

 
美
容
所
の
概
要

 

 
建

物
の

構
造

 
造
 
 
 
 
階
建

 
天

井
の

防
塵

構
造

 
□
 
有
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
□
 
無

 

面
 

 
 

積
 
全

体
面

積
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ｍ
２ 

（
作
業
場
面
積
 
 
 
 
 
ｍ

２
，
待
合
所
面
積
 
 
 
 
 
ｍ

２
）

 

構
 

造
 

床
の

材
質

 
 

照
明

装
置

 
□
 
蛍
光
灯
 
 
 
 
 
 
個
 
□
 
電
 
灯
 
 
 
 
 
 
個

 
換

気
装

置
 
□
 
自
然
換
気
 
 
 
 
 
 
 
□
 
機
械
換
気
 

 
腰

板
の

材
質

 
 ド
ラ
イ
ヤ
ー

 
 

ス
チ
ー
マ
ー

 
 

美
容

用
い

す
等

の
数

 
美
容
用
い
す

 
 

セ
ッ

ト
台

 
 

手
指
・
器
具
洗
浄
用
洗
場

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 台
 

洗
髪

用
洗

場
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 台
 

未
消

毒
器

具
 

格
納

設
備

 
箇
所

既
消

毒
器

具
 

格
納

設
備

 
箇
所

ふ
た

付
き

汚
物

箱
 

個
ふ

た
付

き
毛

髪
箱

 
個

消
毒

設
備

 

□
 
煮
沸
消
毒
器

 
□

 
薬
物

消
毒

器
（
□

 
エ

タ
ノ
ー

ル
 

□
 
次

亜
塩

素
酸
ナ

ト
リ
ウ
ム

□
 
そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
））

□
 
紫
外
線
消
毒
器

 
□
 
蒸
気
消
毒
器

 

設
    備
 

作
業

に
要

す
る

器
具

 
及

び
布

片
の

数
 

  車
両

番
号

又
は

自
動

車
登

録
番

号

 
 

移
動

美
容

車
 
営

業
区

域
 

 



 
 

別
記
様
式
第
六
号
の
注
中 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

を 

 
 こ

の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 「
２
 
法
人
の
代
表
者
の
変
更
の
場
合
は
，
登
記
簿
の
謄
本
の
原
本
の
確
認
を
受
け
る
こ
と
。

 
」

 

「
２
 
法
人
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
，
名
称
又
は
代
表
者
の
変
更
の
場
合
は
，
登
記
事
項
証

 
明
書
の
原
本
の
確
認
を
受
け
る
こ
と
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  」
 

 に
改
め
る
。 

別
記
様
式
第
八
号
中 

 
 
 
 
 
 
 

を 
 
 
 
 
 
 
 
 

に
改
め
る
。 

附 

則 

「
登
記
簿
の
謄
本
」

「
登
記
事
項
証
明
書
」
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